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 ○ 令和７年６月１０日申請（令和７（争）第１号）（設備の設置・保守等）

（１）経過

令和７年 

６月１０日 日本先進通信株式会社（以下「日本先進通信」という。）より、

あっせんの申請。（⇒（２）） 

１１日 委員会から、Ａ社に対し、あっせんの申請があった旨の通知。 

２７日 あっせん委員（三尾委員長代理、眞田特別委員、柴田特別委員）

の指名。 

７月１１日 Ａ社から、答弁書の提出。（⇒（３）） 

１１日 日本先進通信から、Ａ社からの答弁書（７月１１日付け）に対

する意見書の提出。 

２３日 あっせん委員による審議。 

８月 ６日 あっせん委員による審議。 

８日 両当事者からの意見聴取。（第１回目） 

１２日 日本先進通信から、第１回意見聴取を踏まえた資料の提出。 

９月 ５日 Ａ社から、第１回意見聴取を踏まえた提案（日本先進通信によ

る自前工事の可否の確認方法等）の提出。 

９月１２日 あっせん委員による審議。 

１８日 あっせん委員から、両当事者に対し、質問を送付。 

１９日 日本先進通信から、あっせん委員からの質問（９月１８日付け）

に対する回答。 

２６日 Ａ社から、あっせん委員からの質問（９月１８日付け）の一部

対する回答。 

２９日 Ａ社から、あっせん委員からの質問（９月１８日付け）の残り

の部分に対する回答。 

３０日 両当事者から意見聴取。（第２回目） 

１０月 ７日 あっせん委員から、Ａ社に対し、質問を送付。 

１７日 Ａ社から、あっせん委員からの質問（１０月７日付け）に対す

る回答。 

２８日 あっせん委員による審議。 

２８日 日本先進通信から、意見書の提出。 

２９日 両当事者からの意見聴取。（第３回目） 

１１月 ６日 Ａ社から、日本先進通信からの意見書（１０月２８日付け）に

対する意見書の提出。 

１１日 日本先進通信から、Ａ社からの意見書（１１月６日付け）に対

する意見書の提出。 

１７日 Ａ社から、日本先進通信からの意見書（１１月１１日付け）に

対する意見書の提出。 

１９日 両当事者からの意見聴取。（第４回目） 

１２月 ２日 あっせん委員（小川委員）の追加指名。 

１０日 Ａ社から、日本先進通信からの意見書（１１月１１日付け）及

び第４回意見聴取を踏まえた提案（日本先進通信による自前工

事の可否の確認費用の概算額（以下「概算額」という。））の提

出。 
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１２日 日本先進通信から、Ａ社からの提案（１２月１０日付け）に対

する意見書の提出。 

１５日 あっせん委員による審議。 

１７日 両当事者からの意見聴取。（第５回目） 

令和８年  

１月２１日 Ａ社から、第５回意見聴取を踏まえた再提案（見直し後の概算

額）の提出。 

２４日 日本先進通信から、Ａ社からの再提案（１月２１日付け）に対

する意見書（最終意見書及び解決案）の提出。 

２月 ３日 Ａ社から、日本先進通信からの意見書（１月２４日付け）に対

する回答。 

７日 日本先進通信から、Ａ社からの再提案（１月２１日付け）に対

する意見書（受諾不可の旨の回答及び修正案の要望）。 

 （両当事者において直接協議を実施。） 

５月 ８日 日本先進通信が、申請の取下げ。（⇒（４）） 

１２日 委員会からＡ社に対し、申請の取下げがあった旨通知。 

 

（２）申請における主な主張 

日本先進通信は、Ａ社がＡ社局舎内において自前工事を行う施工会社に求める条

件によれば、認定電気通信事業者である日本先進通信自身も工事が行えない等、当

該条件が厳しすぎるとして、その緩和を求めたが、Ａ社は、作業誤り等による影響

がＡ社や他の電気通信事業者の電気通信設備等へ波及し得ることから認められない

との考えであり、日本先進通信は当該条件に係る協議が不調となったものと判断し、

当該条件を緩和すること（具体的には認定電気通信事業者であることを当該条件に

追加、自ら工事を実施できるようにすること）を求める。 

 

（３）答弁書における主な主張 

Ａ社は、安全性の確保、工事事故・他事業者設備への影響発生確率の低減、エン

ドユーザへの通信断影響を含む社会的な影響の大きさ、Ａ社及び第三者への加害時

の賠償可能性等を考慮して、自前工事実施に係る基準を設けており、当該基準を満

たす企業も複数存在することから、当該基準は過剰に厳しいものにはなっておらず、

安全性を確保するために適切な基準である。また、日本先進通信から要望された、

認定電気通信事業者であることをもって日本先進通信自ら工事を実施できるように

することについては、認定電気通信事業者の審査は、認定を受けた電気通信事業を

確実に施行し、安定的に役務提供を行うことができるかどうかを審査するもので

あって、工事施工能力や賠償責任能力を評価するものではなく、現在の基準の代替

たる客観的な判断基準として採用することは受け入れがたい。 

 

（４）あっせん申請取下げについての事情説明 

日本先進通信は、Ａ社と協議をした結果、令和７年６月１０日に電気通信紛争処

理委員会に対して行ったあっせん申請について取り下げる。 


